






各地区では、それぞれの特徴に応じた景観形成の方向性を示します。これらは現時点での考え方を示したものです

が、今後、それぞれの地区での住民等の議論を踏まえて充実していくことが望まれます。

景観まちづくりワークショップにおいては、景観重点地区の指定とあわせて、景観まちづくりの推進への期待が多く

寄せられており、今後、地区の住民や各種団体、さらには地区外の市民等とも一緒に、景観まちづくりの取り組みを推

進していきます。

地区全体の景観のあり方について意見を交わしなが

ら、その考え方等を共有する場づくりを推進します。

地元主体の景観まちづくりの動きを後押し、支援す

るための枠組みづくりを推進します。

■景観法に基づく届出

景観重点地区においては、地区の特性を踏まえて、対象を広げてきめ細かな景観形成基準を地区毎に設定の上、誘導

を図ります。　※なお、屋外広告物は別途屋外広告物条例に基づく誘導を図ります。

「工作物」とは、土地若しくは建築物に定着し、又は継続して設置される物のうち建築物並びに広告物及び広告物を掲出する物件以外のもので、次のも
のをいいます。
・煙突、塔、高架水槽その他これらに類するもの
・橋りょう、高架道路高架鉄道、その他これらに類するもの
・製造施設、貯蔵施設、水道、電気等の供給施設、ごみ等の処理施設その他これらに類するもの
・野球場、庭球場等の運動施設、遊園地等の遊戯施設その他これらに類するもの
・道路又は公園に設置される公衆電話所、バス停留所、標識、照明灯（道路又は公園の管理者が設置するもの除く。）、変圧塔、アーチ、アーケード、モニュ

メントその他これらに類するもの ・擁壁、護岸、堤防その他これらに類するもの
・垣、柵、塀、門その他これらに類するもの
・駐車場、自動車ターミナルその他これらに類するもの
・アンテナ（高さが４メートル以下のものを除く。）及びその附属施設、換気施設その他これらに類するもの
・日よけ、雨よけその他これらに類するもの
・上記に掲げるもののほか、市長が指定するもの

地区の特徴に応じた景観形成の方向性

和歌の浦地区の景観まちづくりに向けて

和歌の浦景観重点地区における景観形成基準（行為の制限）
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基準項目

共通

・湾・島しょといった独特の地形がつくる、和歌浦干潟や片男波といった広がりある美しい水際線の
眺め、あるいは田野、雑賀崎で見られる囲繞型の湾の眺めといった眺望景観を保全する。

・美しい眺めが堪能できる高台の眺望点から見下ろす（俯瞰する）ことができる湾の眺望景観を保全
し、阻害することのないように配慮する。

・海際から見上げる（仰瞰する）、あるいは見わたすことができる眺望景観を保全し、阻害することの
ないように配慮する。

・良好な眺望景観を阻害することがないよう、老朽化し、放置された建築物の適正な管理・更新や、植
栽等による遮蔽等、阻害する要因の改善に努める。

・高さの最高限度を 15ｍとし、主要な眺望点からの眺望を妨げることがないような配置・規模とする。
ただし、市長が良好な景観形成に支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めた場合はこの
限りではない。
なお、市長は、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないかどうかを判断するに当たって必要
があると認めるときは、景観審議会の意見を聴くことができる。

・湾の地形の島しょ部や海岸線等が形づくる特徴的な地形を保全する。

・高さの最高限度を 15ｍとし、主要な眺望点からの眺望を妨げることがないような配置・規模とする。
ただし、市長が良好な景観形成に支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めた場合はこの
限りではない。

　なお、市長は、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないかどうかを判断するに当たって必要
があると認めるときは、景観審議会の意見を聴くことができる。

・島しょ部や海岸線等が形づくる特徴的な地形を保全する。
・外観の色彩は、主要な眺望点からの眺望を妨げることがないよう、周辺との調和や地区の特徴に配

慮するとともに、色彩相互の調和や使用する量のバランスに配慮したものを使用する。

・主要な眺望点から望める海岸線や稜線を大きく損なう行為は避ける。
・行為を行う場合は、既存の地形等をいかした計画となるように配慮し、大規模な法面等が生じない

ようにするとともに、緑化等を積極的に行うなど、眺望景観に配慮したものとする。

・主要な眺望点から見えない場所を選定する。
・やむを得ず見える場合は、緑化等を積極的に行うなど、遮へい措置を講じ、眺望景観に配慮したものとする。

・主要な眺望点から望める山肌を大きく損なう伐採は避ける。
・行為を行う場合は、既存の植生等をいかした計画となるように配慮し、緑化や植生の復元を積極的

に行うなど、眺望景観に配慮したものとする。

※ただし、計画する建築物等が地形等により主要な眺望点から望見されない場合は、この限りでない。

※下記は、全市の基準より強化した内容を記載しています。主要な眺望点は景観重点地区区域図を参照。

・主要な眺望点からの眺望を妨げることがないよう、周辺の景観と調和した形態・意匠とする。

・外壁及び屋根の色彩は、主要な眺望点からの眺望を妨げることがないよう、周辺との調和や地区の
特徴に配慮するとともに、色彩相互の調和や使用する量のバランスに配慮したものを使用する。

・屋根及び外壁の素材は、できる限り耐久性に優れ、時間とともに景観に溶け込む素材を用いる。

・植栽により、建築物等から受ける圧迫感や突出感を和らげるよう配慮する。
・建築物等が視点場から直接望見されないように樹木の伐採を最小限にとどめるとともに、高木を植

栽するなど、できる限り周辺の植生に調和した緑化に努める。

・夜間の屋外照明による過剰な光が周囲に散乱し、眺望を阻害しないよう、照明方法等に配慮する。
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夜間照明

工作物の新設、
増築、改築等

開発行為／
土地の形質の変更

物件の堆積

木竹の伐採

地元主体の景観まちづくりを支援する枠組みづくり

クリーンアップなど様々な活動を継続し、市民側か

らも景観を良くする動きを盛り立てていけるよう、市

では情報発信等を通じた支援を推進します。

地元主体の活動の継続・拡大

景観を協議する場づくり

観光や文化財等を所管する部局と積極的に連携を図

り、良好な景観を活かした活性化の取り組みを継続する

ための連携・バックアップの体制づくりに努めます。

各種取り組みの連携

公共施設景観ガイドラインを作成、活用しながら地

区の特性に応じた整備に向けた取り組みを推進するほ

か、関係機関との連携・協調を推進します。

公共施設の景観形成 住民による
発意

住民による活動
学習会・勉強会

等の実施

住民の話し合い
景観ルールづくり

ルールの認定
景観まちづくり
地区の指定
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ステップ１
活動団体の認定＋
学習会・勉強会等の
活動支援

ステップ２
ルールづくりへの
支援

ステップ３
合意形成支援と
ルールの認定

支援 支援 支援

ア－１　和歌浦干潟・市町川に
　　　　隣接した歴史的資産が
　　　　点在する地区

ア－２　市町川北側の住宅・
　　　　商店等が密集する地区

ア－３　市町川南側の良好な
　　　　住宅地が形成される地区

ア－４　漁村と漁港施設が
　　　　立地する地区

ア－５　片男波の浜

イ　新和歌浦地区

ウ　田野地区

エ　雑賀崎地区

　地区に息づく歴史性を認識しつ
つ、地区内の資源を保全しながら、
和歌の浦の歴史性を体現するまちな
みの保全・育成を図ります。

　昔ながらの暮らし・生活の中に息
づく集落地のまちなみの保全・育成
を図ります。

　緑豊かでゆとりある落ち着いた住
宅地のまちなみの保全・育成を図り
ます。

　漁業の営みと一体となったまちな
みの保全・育成を図ります。

　人工物の設置においてはできる
だけ自然との調和を図りつつ、広
がりある海浜の景観の保全・育成
を図ります。

　更新に際して、周辺の緑地や遊
歩道が整備された海岸線といっ
た、自然の景観と調和したまちな
みの誘導を進めます。

　住民の暮らしと一体となって形
成された文化的景観として、昔な
がらの暮らし・生活の中に息づく
漁村のまちなみの保全・育成を図
ります。

　住民の暮らしと一体となって形
成された文化的景観として、昔な
がらの暮らし・生活の中に息づく
漁村のまちなみの保全・育成を図
ります。


